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DSI を CBD 体制の中で取り扱うことについては，遺伝資源の定義の解釈を初めとして開発途上国と

先進国との間で意見対立が続いていたが，COP15 において合意が成立した。COP 決定 15/9 は名古屋議

定書の定義「GR の利用」に「GRDSI の使用」が該当し，利益配分契約の対象にできることを確認し，

KMGBF の枠内に FEBS のための MM とカリ基金を設置した。また，決定 16/2 は，その実体を定める

「MM を機能させるための態様」を採択した。その態様には，MM の基本施策とその運営管理，対象

とされる GRDSI，支払い責任を負う指定業種の使用者，カリ基金への支払額とその方法，カリ基金か

らの資金分配，再検討手続きなどが定められた。 

なお，それと類似の制度が ITPGRFA においては，根拠となる条文に基づいて MLS・SMTA・基金と

いう法的制度として設置されている。しかし，CBD には相当する条文がないため，MM の利用，カリ

基金への支払い，そのための契約は使用者による任意の行動とされている。他方で，そのような任意

の行動を奨励・勧誘する措置やその実現を図るための諸手続きが定められている。特に，GRDSI の使

用者（企業）に対しては，MM に従ってカリ基金への支払い条項を含む契約を結ぶよう強く求めてお

り，そのような契約を国際標準とすることも目指している。 

他方で，利益配分の起因行為が DSI の使用とされたため DSI の生成元の GR の取得と DSI 使用（＝

利益配分）が切り離されること，使用者の経済規模に応じた定率配分という事業税的な支払いが基本

とされることなど，利益配分の拡充に向けて CBD の枠組みが変更された。 

 
本稿で使われている略称の一覧 

ABS： 取得および利益配分 KMGBF： 昆明モントリオール生物多様性世

界枠組み BBNJ： 公海等生物多様性 
CBD： 生物多様性条約 MLS： 多国間制度（ITPGRFA の） 
COP： 締約国会議 MM： 遺伝資源に関する塩基配列情報の

使用からの公正かつ衡平な利益配

分のための多国間機構（カリ基金

を含む） 

FEBS： 公正かつ衡平な利益配分 
GR： 遺伝資源 
GRDSI： 遺伝資源に関する塩基配列情報 
ILC： 先住民および地域社会 NMBS： 非金銭的利益配分 
ITPGRFA： 国際食料農業植物遺伝資源条約 SMTA： 定型素材移転契約（ITPGRFA の） 
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Ⅰ．CBD における DSI をめぐるこれま

での論議 

（1）国家帰属，人類帰属，地球帰属 

主権国家体制においては，その領域（土地・

自然資源）や国民（私人・企業）は伝統的には

国家に帰属しており，国家を超える規制管理主

体は存在していない。しかし，それは法的建前

であり，実際には主権国家体制では取り扱いが

困難な場合も想定されており，国際河川・湖沼，

漁業資源の管理のように，主権国家間の協力に

基づく地域的国際規制管理制度も導入された。

他方で，従来の公海の沿岸域は，近接性を理由

に善良管理の受託者という建前の下で，新設さ

れた主権的権利が及ぶ沿岸国の管理下の区域

（大陸棚，排他的経済水域）に変更された。 

近年，国際公域（公海，深海底，公空，天体，

宇宙空間）とその資源については人類の共同遺

産概念や人類帰属（世界帰属）が指摘され，ま

た，世界遺産，無形文化遺産，農業者の権利な

ども提唱された。本来，これらには一元的な国

際管理が必要だが，実際には困難であるため，

関連条約においては主権的権利に基づく善良管

理の受託者としての国家管理が行われている。

但し，深海底資源（海洋法条約），公海生物多

様性（BBNJ 協定）には，国際規制管理が設定さ

れている。特に，本項の対象である GRDSI につ

いて，BBNJ 協定1）は公海の GRDSI を国際規制

管理の下に置いており2），その利用者は特別基

金への支払いを義務付けられている3）。 

さらに，最近は，人間中心主義を離れて地球

帰属という概念も主張されるようになってい

る。その対象は，気象，大気組成，海洋構造，

生物多様性，生物種，遺伝資源など，また，地

球の構造・機能，生物構造，生物機能などであ

る。本稿が取り扱う CBD COP 決定 16/2 の前文

第 9 文は，「遺伝資源は『母なる地球』に属す

る」との見解に触れている。また，KMGBF （COP

決定 15/4）4）も 「母なる地球」と調和した福祉

社会を目指して，すべての生物・生態系の存続

の確保および母なる地球の環境機能の非商品化

を通じて人と自然との調和的相補的関係を醸成

することを求めている5）。 

 

（2）DSI に関する道筋と到達点 

CBD における DSI をめぐる論議と現在の到

達点までの道筋を図に示した。出発点は 1-0-0，

2-0-0，3-0-0 であり，到達点は 3-0-2 である。実

際にとられた道筋と到達点は太線および太線枠

で示し，主張されていたがとられていない道筋

（1-2 や 2-2 または「COP 決定」経由）や法的に

は本来必要だがとられていない道筋（「改正／

議定書」経由）は点線および網掛けで示した。

DSI に関する交渉を通じて，開発途上国は，1-0-

1 および 2-0-1 （または 1-0-4）に基づいて 3-0-1

に至る道程を実現しようとしてきている。その

ためには，本来は法的手法（1-1-1 と 2-1-1，ま

たは，1-5-1）の道筋が必要であるが，いずれも

とられていない。先進国は 1-0-0，2-0-0，3-0-0

に基づいて 1-0-3，2-0-2，3-0-2 を認めている。 

 

（3）GR の定義と GRDSI 

CBD は，第 1 に，適用対象の GR を，遺伝の

機能的単位を有し，また，価値を有している生

物由来の素材であると定義しているが，DSI を

含むとは明記していない（1-0-0）。開発途上国

は GR には GRDSI が含まれると解釈すべき，ま

たは，起草時には含まれていなかったとしてもその

後の利用実態に合わせて GRDSI が含まれると

解釈すべきと主張していたが（1-2 から 1-0-1）， 
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図 CBD における DSI をめぐる論議と到達点までの道筋 

 

先進国はそのような解釈は導けないとの立場で

ある（1-0-0，1-1）。 

この点について，COP 決定 15/9 「遺伝資源に

関する塩基配列情報」は，GR の範囲について見

解の違いがあること（1-1，1-2）には触れたが（前

文の第 6 文），対応策については何も言及しな

かったため現状は変更されていない。他方で，

KMGBFの目標 Cおよび目的 13は，以下の BBNJ

協定と同様に「GR」と「GRDSI」を並記してい

る。そのような並記は，「GR」は「GRDSI」を

含まないことを意味する。というのは，「GR」

に「GRDSI」が含まれるならば，両者を並記し

てはならず（重複列挙になってしまうため），

「GR」だけが記されたはずだからである。重要

なことは，KMGBF におけるその並記には開発

途上国も異議を唱えていないことである。した

がって，CBD においても GRDSI は GR には含

まれないこと（1-1）が示されるようになってい

る。 

他方で，GR と GRDSI との関係について BBNJ

協定（23 年 6 月採択）は，CBD
．．．

および名古屋議
．．．．．．．

定書と同じ定義を置いた
．．．．．．．．．．．

上で6）（傍点筆者），

その適用対象は「海洋 GR」および「海洋 GRDSI」

であると7），上記 KMGBF と同様に両者を並記

している。つまり，法的文書（国際条約）であ

る BBNJ 協定は，CBD において開発途上国が主

張していた解釈は採用せず，「GR」には「GRDSI」

は含まれないことを明示している。 

したがって，DSI については，1-0-0 と 1-1 に

留まっており，1-2 へも，1-1-2 から 1-0-1 への

道筋もとられていない。 
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（4）利益配分契約の適用対象としての GRDSI 

当初，開発途上国は「GR」の定義は「GRDSI」

を含むとの主張（1-2 から 1-0-1）を強めていた

が，その主張は拡がりを欠き法理論的には難し

いこととなった。COP15 が近づくにつれて，開

発途上国は，利益配分の確保を重視し，GRDSI

からの利益配分は契約に含まれ得るとの主張に

移った。図中の 1-3 から 1-0-2 の道筋の活用が

再認識されたのである。また，利益配分契約と

その支払い手法については，国際定型化

（ITPGRFA の SMTA と同様に利益配分契約へ

の規制）（3-0-1）を目標にした。 

実は，GR の定義に含まれないものでも CBD

の下の FEBS の対象となり得ることは名古屋議

定書が既に定めていた（1-3 から 1-3-1）。GR の

定義に該当しない派生物（生化学物質）からの

利益配分をどう取り扱うかは CBD の交渉段階

の懸案の一つであり，最終段階で挿入された 15

条 7 項後段（利益配分は契約によって実行され

ること，利益配分の対象は契約の当事者が決め

ること＝契約の適用範囲は CBD の適用範囲に

限定されないこと）はその解消のための糸口で

もあった。 

その懸案の解消に向けて，名古屋議定書に新

設された「GR の利用」の定義（2 条（c）（d）（e））

は，上記の 15 条 7 項後段を前提として，「GR

の利用は，バイオテクノロジー（生物系・生物・

派生物《遺伝
．．

の
．
機能的
．．．

な
．
単位
．．

を
．
有
．
しない
．．．

派生物
．．．

を含む》を利用する技術）の使用を含む研究開

発の実行」（主要箇所のみ引用，傍点筆者）と

明記した。つまり，利益配分の適用対象である

「GR の利用」に， 「『遺伝の機能的単位を有し

ない＝GR
．．

の
．
定義
．．

に
．
該当
．．

しない
．．．

』派生物の利用」

（傍点筆者）が含まれることを意味しており，

それを含めるかどうかは契約当事者の決定事項

であることが再確認された（1-0-2）。 

以上を前提として，「遺伝の機能的単位を有

しない派生物の利用」を「DSI の利用」にも準

用することが求められた。そのための手法とし

ては，名古屋議定書のような法的手法（1-4-1）

ではなく COP 決定という行政的手法（1-4-2）が

選択され，決定 15/9（2 項）は，名古屋議定書

の新定義である「GR の利用」に「GRDSI の使

用」が含まれることを確認した（1-0-3）。但し，

それは「GR」に「GRDSI」が含まれることを確

認したわけではなく（1-0-1 ではなく），利益配

分以外については GRDSI は依然として CBD の

適用範囲外にある。 

 

（5）契約を規制管理しない 

CBD には，契約の内容について関与または制

約する権限に関する規定は置かれていない（2-

0-0）。利益配分は契約によることを定めている

15 条 7 項後段は，契約の適用対象について何も

述べておらず，CBD と契約とは別個の制度であ

ることを再確認している。また，7 項の前段は，

契約に含まれる利益配分条項の内容に対する独

自または新たな制限・制約を定めておらず， 「公

正かつ衡平」という要件も古来のものである8）。

これらの規定は，契約内容に関与しないことを

明白に示しており，契約は CBD による規制管

理の範囲外にある。決定 15/9 は 2-1 から 2-1-3，

2-0-2 への道程の上にあり，2-2 または 2-1-2 か

ら 2-0-1 への道筋はとられていない。 

 

（6）とられた道筋と到達点 

現時点（COP17 前）での道筋と到達点は，DSI

（1-0-0）については，1-1 を前提として，1-3 か

ら 1-3-1，1-0-2，1-4-2，1-0-3 まで，また，契約

規制（2-0-0）については 2-1 から 2-1-3，2-0-2 ま
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でであり，DSI 使用の利益配分契約規制（3-0-0）

については，1-0-3 および 2-0-2 から 3-0-2 まで

である。したがって，1-0-1，2-0-1，3-0-1 へ向か

ういずれの道筋もとられていない。 

 

Ⅱ．CBD COP 決定 16/2「遺伝資源に

関する塩基配列情報」 

決定 16/2 9）の主眼は，決定 15/9 10）が設立し

た MM の実体を形作る「GRDSI の使用からの

FEBS のための MM （カリ基金を含む）を機能さ

せるための態様」（以下，本態様）を採択する

ことである。 

 

（1）前文 

前文は，全 10 文から成り，以下のようにこれ

までの経緯と今後の方向性を示している。 

先ず，COP 決定 15/4 ：KMGBF および決定 15/9

をこの議題の根拠として示し，本決定はそれら

の範囲内にあることを確認している（第 1 文）。

特に，MM および地球規模基金（カリ基金）は，

CBD 体制を構成する主要機関ではなく，

KMGBF の目標（世界目標 C と目的 13）を実現

するためのその内部機関であること（決定 15/9

の 16 項）が再確認されている点は重要である。 

次に，GRDSI 関連の国連機関や条約（特に，

ITPGRFA，世界保健機関，海洋法条約-BBNJ 協

定）における議論など，CBD の外で進んでいる

関連動向も視野に入れたことを示している（第

3 文）。それは，GRDSI からの利益配分の支払

制度は他分野の既存制度と深く関わっているた

め，CBD 内での決定への懸念，また，他分野と

の相互調整の必要が指摘されていたことを反映

している。 

また，既存法制度（ABS 国内措置や関連国際

制度）の優先（第 4 文）や GR（DSI に限らず）

の保全と持続可能な利用において ILC が果たす

重要な役割（第 7 ・8 文）を記している。さらに，

すべての自然の遺伝情報は「母なる地球」に属

すとの世界的見解を注記して（第 9 文），前述

の地球帰属という概念（前述Ⅰ． （1））に触れて

おり，地球上のあらゆる生物の進化・発展の記

録である遺伝情報について人類の利己的な枠に

とらわれない考え方の重要性を示している11）。 

最後に CBD15 条 1 項を想起し（第 10 文），

自然資源に対する主権的権利は国際慣習法とし

て CBD 非締約国であっても行使できるため，

非締約国との協働の必要性を再確認している。 

 

（2）本文 

本文は全 7 項から成り，締約国会議が決めた

事柄を記している。先ず，1 項と 2 項は行政的

決定事項を記しており，本態様を採択すること

（1 項），また，MM の下の地球規模基金をカ

リ基金と呼ぶこと（2 項）を決めた。次に，3 項

から 7 項は 1 項により採択された本態様の内容

を，製品・役務の実態に合わせて詳細化・具体

化するための文書（追加態様）を検討・策定す

る際の原則（15/9 の 7 項および本態様に則すこ

と）とそのための事前プロセスを定めており（5

項，6 項），COP17 前の実施補助機関の第 6 回

会合において内容を確定させること（7 項）が

想定されている。 

 

Ⅲ．附属書「MM を機能させるための

態様」 

採択された本態様は決定 16/2 の中核であり，

決定 15/9 の実体を形作っている。本態様は全 31

項から成り，以下のように，適用対象，使用者
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による FEBS 支払額（定率方式），NMBS，デー

タベース運営者による措置，国家による措置，

カリ基金への支払い方法，カリ基金からの資金

分配，カリ基金・MM の運営管理，再検討とい

う各分野に亘っている。 

特に 1 項から 4 項は，ITPGRFA の MLS，SMTA

および FAO 信託基金に類似する内容を備えて

いる。但し，ITPGRFA には，対象 GR を提供す

るための MLS （10，11 条），SMTA のみによる

取得（12 条），利益配分方式（13 条）および信

託基金（19 条 3 （f））に関する根拠規定（私人の

行為・私契約への介入・制限）が置かれている。

同等の制度にするためには CBD にも根拠規定

が必要であるが，CBD には相当する規定は存在

しないため法的拘束力を意味する用語の使用は

本態様においては慎重に避けられている。 

 

（1）適用対象となる GRDSI（1 項） 

MM がどのような GRDSI を対象にするのか

を明示しているが，国際制度・国内制度・契約

内容に左右されるものとなっている12）。 

先ず，（a）は公開されている GRDSI を示して

おり，国内法に則していることが条件とされて

いる。これは，前文の第 4 文（ABS 国内措置を

優先）を反映している。 

（b）は生成元 GR の取得時点の契約の対象で

はない GRDSI を示している。但し，その契約が

自由使用を認めていればMMの対象から外され

る。これは契約への不介入の再確認でもある。 

（c）は CBD 以外の国際 ABS 制度が本 MM

を FEBS 手続きとして選定していない場合にお

いて当該国際制度の下で利益配分対象とはされ

ていない GRDSI を示している。したがって，他

制度の下で FEBS の対象とされていれば MM の

対象とはされない。これも，前文の第 4 文（関

連国際制度を優先）を反映している。 

 

（2）使用者による定率利益配分支払い 

（2～5 項，9 項） 

MM の下の GRDSI のすべての使用者は当該

GRDSI からの FEBS を行うべきとされている（2

項）。それは，CBD の FEBS 原則（1 条，8 条（j），

15 条 7）の GRDSI に対する再確認であり，ま

た，決定 15/9 の 2 項の再掲である。但し，決定

15/9 は FEBS を行うべき主体を特定していない

が，本態様はそれを「すべての使用者」と特定

している。「すべての使用者」についての定義

はないが，それは附表 I に掲げられている指定

業種13）に属す者を指す（3 項）。なお，指定業

種であるが直接間接に GRDSI を使用していな

い企業等（5 項），また，公開データベース事業

者，公開の研究・学術機関のような公開性に立

脚する組織（9 項）は，カリ基金への金銭支払

いを求められない。 

指定業種の使用者による商業活動から得られ

た利益の配分は，その事業規模に応じた定率配

分方式に従ってカリ基金へ支払われる（3 項）。

間接利益も対象とされるが商業活動による利益

に限られているため，単なる「取得料金」では

ないことが確認されている。 

カリ基金への具体的な支払額は，最新の貸借

対照表に基づき，直近 3 年間平均で 3 要素（総

資産 2,000 万ドル，売り上げ 5,000 万ドル，収益

500 万ドル）のうち 2 要素を超えた主体は，収

益の 1%または収入の 0.1%である14）。なお， 「13

項に配慮して」と記されているため，締約国に

おいてこの方式での支払いへ使用者を誘導する

ための法令・行政・政策的措置がとられること

が想定されている。 

詳細な支払率は使用者（主体）の事業の規模
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分類に比例し，規模分類（小・中・大）と対応

する支払い負担率は，COP17 において定めら

れ，その後定期的に見直される（4 項）15）。そ

の際，本決定の本文 6 項 （d）（小・中・大の規模

分類）と （e）（収益力・経済競争力への影響も含

む利益配分負担率）に定められている関連研究

が参考にされる。そのため，本決定の本文 3 項

から 7 項に定められている COP17 に向けての

事前プロセス（意見照会，追加意見提出，関連

研究の実施，透明な公開データベースの検討，

実施補助機関第 6 回会合での審議と勧告案の作

成）が極めて重要な役割を果たすことになる。 

 

（3）非金銭的利益配分：NMBS（6～8 項） 

NMBS は金銭的利益配分を「補完する」もの

とされる（6 項）。それは NMBS だけの場合を

否定しているわけではないが，利益配分は金銭

的利益を主としていることを念押ししており，

NMBS だけにするという当事者合意の成立条件

を非常に厳しくしていると言えよう。 

NMBS による具体的な支援対象事項として

は，一般的に能力・技術開発が示されており，

特に，GRDSI の生成・取得・使用・保管のため

の能力構築が挙げられている。加えて，ILC と

その中の女性・若年者16）の必要も挙げられてお

り，対象は極めて広い（7 項）。実際に必要な事

項やその優先事項は受ける側の自己選定による

べきとされている。また，NMBS は進行中の活

動の上に成り立っているが，今後は，CBD の能

力構築育成のための長期戦略枠組み（決定 15/8

附属書Ⅰ），および，KMGBF 実行支援のための

CBD の技術・科学協力メカニズム（決定 15/8 附

属書Ⅱ）によって推進されることが期待されて

いる。NMBS を推進するための制度としては，

CBD の下の既存の情報交換制度が挙げられて

おり（8 項），当該制度を通じた，能力構築の要

請，知見の交換，継続中の NMBS の一覧と報告

に関する情報提供などが期待されている。 

なお，項目番号順では，NMBS （6～8 項）の

次に位置している 9 項は，カリ基金への金銭支

払いから公開性を基本とする組織を除外してい

るが，NMBS については触れていない。したが

って，公開組織にも NMBS は求められる。 

 

（4）データベース運営者がとるべき措置 

（10 項（a）～（e）） 

データベース運営者であって，GRDSI を対象

にデータベース用のツール・モデルを運用して

おり，当該情報を公開提供している者には，以

下の行為を要請している。（a）はデータ使用者に

対してとるべき措置，（b）（c）（e）はデータ提出

者に対して指示すべきこと，また，（d）（e）は公

開性確保のためにとるべき措置を定めている。 

先ず，（a）は，そのデータベース使用者に対し

て，MM に関する情報を提供すること，また，

その使用から金銭的利益を得る場合はMMを通

じた利益配分が必要である旨を注記すること

を，データベース運営者に求めている。これは，

データベース使用者への，MM に関する情報提

供とMMを通じた利益配分支払いについての注

意喚起である。 

次に，（b）は，データ提出者に対して，適用可

能な国内および国際的な ABS に関する義務を

遵守する必要について通知することを，データ

ベース運営者に求めている。これは，社会一般

の基本認識の再確認であり，データ提出者に

ABS 関連法令の遵守を注意喚起している。 

（c）は，判明する場合は DSI の生成元 GR の

原産国情報，適切な場合は DSI の生成元 GR に

付随するメタデータ（当該 GR に関連して使用
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した伝統的知識およびその起源・提供元を含む）

を提供するようデータ提出者に伝えることを，

データベース運営者に求めている。これらの情

報は提出データの素性確認に必要であり，当該

データベースの合法性・健全性に貢献し得る。

他方で，それらの情報は利益配分確保のための

手段の一つとして主張されてきた特許情報の開

示と同内容であるため，それに対する見解の相

違を反映して「判明する場合は」および「適切

な場合は」という条件が付されている。 

その次に公開性の確保について，（d）は，デー

タ管理については，FAIR （発見可能，利用可能，

協同作業可能，再使用可能），CARE （共同利益，

規制権限，責任，倫理），TRUST （透明，責任，

使用者重視，持続可能，技術）の各原則，また，

UNESCO の「科学公開性勧告」の第Ⅲ節に記さ

れている勧告を考慮して，データの公開性を確

保するようデータベース運営者に対して求めて

いる。公開性の確保の基準となる諸原則や

UNESCO 勧告を例示することで，データベース

運営者の対応を支援している。 

（e）は，上記（d）に加えてさらに公開性を確実

にするため，データベース運営者に対して，

GRDSI 提出者から「当該 DSI には配布を禁じる

ようないかなる制約も付されていない」旨の誓

約書を受け取るよう要請している。提出者を対

象にすると相手方が拡散してしまうので対象を

データベース運営者に絞って，間接的に，GRDSI

提出者に公開性の確認を求めている。 

このように第三者から誓約書を取得するよう

義務付けることは，契約の連鎖を通じてその分

野の取引網全体の健全性を確保する手法の一つ

であり，近年，よく使われている。たとえば，

「責任ある調達」17）の一環として，取引契約の

提供側当事者に対して，その調達先（契約連鎖

において直前の契約の提供側当事者）から受領

した法令遵守または奨励措置の実行に関する誓

約書を提出することが求められている。また，

その手法は，「相当の注意義務（デューディリ

ジェンス）」を法的義務として定めている EU 諸

国においてとられることが多い18）。 

 

（5）国家がとるべき措置（11～13 項） 

先ず，データベースに資金提供し，データベ

ースを保証または主管する19 ）CBD 締約国に対

しては，データベース運営者が COP の本決定お

よび今後の関連決定の効果的な実行を確実にす

るための措置をとっていることを「確証すべき」

であると定めている（11 項）。他方，CBD 非締

約国に対しては，義務付けはできないため，同

じ措置をデータベース運営者がとるようになる

ことを「確証するよう奨励」している（12 項）。

それは前文第 10 文にも呼応しており，非締約

国への協力の呼びかけになっている。 

次に，CBD の締約国と非締約国の両方に対し

て，その管轄下の GRDSI 使用者を本態様に則し

てカリ基金に支払うように誘導するための法

令・行政・政策的措置の設定を勧誘している（13

項）。実は，CBD の 15 条，16 条，19 条，名古屋

議定書の 5 条，6 条では，同じ字句が， 「適宜」

という条件付きの義務として記されている。そ

れらに比べて，ここでは国家の行動ではなく私

人である使用者の行動（カリ基金への支払い）

を対象にしているため，11 項とは異なって義務

付けではなく，12 項の「奨励」よりも弱い「勧

誘」に留まっている。その内容も規制的措置で

はなく誘導措置であり，さらに，自国法に従う

ことが条件とされている。 

したがって，13 項の規定内容は，締約国に対

しては，私人の契約内容に介入する根拠規定が
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CBD には無いことを反映している。しかしなが

ら，以上にもかかわらず，前述の 3 項（事業規

模に応じた定率配分方式）は， 「13 項に配慮し

て」と記しており，締約国が使用者誘導のため

の法令・行政・政策的措置をとるようになるこ

とが想定されている。 

 

（6）カリ基金への支払い方法（14～16 項） 

カリ基金への支払いは，直接支払いが望まし

いが，国家当局を通じての支払いも可能とされ

ている（14 項）。後者の方法の認容は，国内法

によって利益配分の支払先として国家機関が指

定されている国もあることを配慮したためであ

る。領収書は，カリ基金への支払いの時点で発

給される。毎年，使用者は本態様に従ってカリ

基金に金銭支払いを行い，それにより，使用者

は MM の下で GRDSI の使用からの FEBS を行

ったものと見なされ，また，その証明書を受け

とる（15 項）。その証明書があれば，MM の当

該年の枠内で当該 GRDSI の使用に対するいか

なる追加利益配分の負担も不要となる。 

上記各項の支払いとは別に，カリ基金への追

加支払いが奨励されている（16 項）。それは，

GRDSI 使用者からのカリ基金への支払額が

KMGBF の想定額に達しない場合に備えている

わけである20）。 

 

（7）カリ基金からの資金分配の方法 

（17～22 項） 

カリ基金からの資金分配は，公正，衡平，透

明，説明責任，および，性差を配慮した方法に

よって行われる（17 項）。そこには， 「公正で

衡平」という望ましい利益配分契約のための基

本原則（CBD の 15 条 7 項，15/9 の 2 項などに

呼応）， 「透明で説明責任」という意思決定過程

の正当性に関わる手続き原則，それに「性差配

慮」という基本的人権に関わる平等原則が含ま

れている21）。 

資金分配の対象国は，開発途上締約国（特に，

後発および小島嶼国）ならびに経済移行過程締

約国であり，資金分配の対象事業は CBD の主

要目的（とりわけ，以下を含む生物多様性の保

全と持続可能な利用の達成）に合致するもので

ある（18 項）。具体的には，生物多様性国家戦

略・行動計画に記されている活動，生物多様性

に関する科学調査への貢献，ILC とその共同体

内の女性・若年者への利益配分（適切な場合は

先進国内の ILC も含む），CBD16 条に則して

GRDSI の生成・取得・使用・分析・保管のため

の能力構築という 4 点が示されている。前 2 点

は生物多様性に直結しているが，3 点目は ILC

への一般的な能力支援を挙げており，本決定の

前文第 7 文・第 8 文に呼応している。4 点目は，

DSI 関連の広範な活動のための能力構築を挙げ

ており，本態様 7 項と同様の記述である。 

以上に加え，GRDSI 使用からの FEBS のため

にMMを活用すると決めた他の政府間枠組みも

資金分配の対象として認められている。なお，

附表Ⅳ （c）は本項が触れている支援対象活動を

再検討項目として挙げている。 

資金分配は，総利用可能額と附表Ⅱの基準に

基づくことを基本条件とし，具体的な分配方式

は，附表Ⅲの部会の作業に基づいて COP17 にお

いて決定される（19 項）。したがって，本決定

の本文 3 項・7 項と同様に，資金分配方式につ

いても COP17 までに，実施補助機関の作業にお

いて内容を確定することが想定されている。 

締約国への資金提供は 19 項に従い，国家への

直接分配を通じて支払われ，詳細は附表Ⅲに定

められている（20 項）。また，各受領締約国に
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対して，18 項に記載の対象活動のための資金を

受け取って，その資金を国家主導または共同体

主導の過程を通じて策定された事業に対して透

明な手法で分配するための国家機関（生物多様

性国家基金）の指定・設立を勧誘している。指

定・設立された場合は，それら機関に対して，

透明な手法での資金分配，分配目的に則した資

金使用の確証と説明責任，国際的に認容されて

いる受託者基準に従った操業，また，その資金

による活動とその影響に関する報告書の提出が

求められている。 

他方で，これらの要請されている行動がとら

れなかった場合の是正および不利益処分のため

の措置については定められていない。しかしな

がら，本来，それは不可欠であり，また，提供

資金に関する基金による監査と COP への報告

も同様のはずである。 

このように，COP 決定で国内手続きを義務付

けることはできないので，受領締約国に対する

生物多様性国家基金の指定・設立の要請は「勧

誘」にとどまっているわけであり，他方で，指

定・設立された場合の透明性確保・説明責任，

操業基準，報告提出などは義務付けとなってい

る。なお，受領締約国は国家機関の代わりに国

際機関を指定することができると定められてお

り，透明性確保などの厳格な手続きが困難であ

る場合への支援的代替措置が用意されている。 

受領国においては，カリ基金の資金の少なく

とも半額は，政府当局を通じてまたは ILC が指

定する組織を通じた直接支払いによって，女性・

若年者を含む ILC の自己認識に基づく必要を支

援するべきであるとされている（21 項）22）。こ

こでも，前述 7 項と同様に ILC の自己認識に基

づく必要が重視されている。なお，その支払い

は締約国の判断に基づく国内措置であるため，

「適切な場合」「各国の状況と国内法に従い」

という条件が付記されている。 

開発途上国（特に，後発途上国・小島嶼途上

国）および経済移行過程諸国が，GRDSI の使用

に完全に参加・受益するさいに必要な技能・専

門性の取得を確保するために COP は，能力の構

築・育成のために資金の一部の取り分けができ

る（22 項）。上述の，ILC への受領国による特定

割り当てと同様に，ここでは特記された途上国

など23）への COP による一定額の取り分けが認

められている。 

 

（8）MM およびカリ基金の運営管理 

（23～28 項） 

先ず，MM およびカリ基金は，一般的な運営

管理の原則（包括性，衡平性，透明性）に則し

て運営される（24 項）。 

次に，MM は，ILC （その中の女性・若年者を

含む）の権利を尊重しなければならない（25

項）。これは前文第 7 文・第 8 文に呼応してお

り，他方で，7 項，18 項，21 項，附表Ⅵの関連

記述は本項に記されている基本原則を反映して

いる。なお，附表Ⅵ（j）は本項が触れている ILC

の権利保障を再検討項目として挙げている。 

また，GRDSI に関する国内 ABS 措置がとら

れている場合は，それらの措置を MM と連携さ

せることを，各締約国は勧誘されている（26

項）。この連携により，国内 ABS 措置と MM の

下での利益配分制度との重複を避けようとして

いる。但し，COP 決定で国内制度の変更を義務

付けることはできないので「勧誘」にとどまっ

ており，また，本決定の前文第 4 文および本態

様 1 項に呼応して「国内 ABS 措置を害すること

なく」という条件も付されている。なお，附表

Ⅵ（h）（m）（i）は本項が触れている国内 ABS 制度



 
 論   文  

 

 特許研究  PATENT STUDIES  No.81  2026／3 67 

との関係を再検討項目として挙げている。 

MM は，GRDSI に関する他の ABS 国際法制

度との間で，義務の停滞回避および適切であれ

ば手順の合理化に向けて相互支持的・適応的に

運用されること，また，他の ABS 国際法制度の

管理理事会に対して，MM との協働および適切

な場合は手順の効率化を要請することが定めら

れている（27 項）。また，MM の規定は，既存

国際条約の下の締約国のいかなる権利義務にも

影響を与えないと定めており，本決定の前文第

4 文に対応している。但し，他の国際法制度と

の関係なので，手順の効率化については，「適

切な場合は」という条件が付されるとともに，

法的には他の国際制度の優先が確認されている

のである。なお，他の ABS 国際法制度との関係

は，附表Ⅵ （l）において再検討項目として挙げ

られている。 

カリ基金は，COP 決定に沿うことを基本とし

て，国連の信託基金によって管理され，COP か

らの授権・指示および COP への説明責任の下で

運用される（23 項，28 項）。その COP の役割

を支援するために，運営の監督機関として運営

委員会，同委員会の活動および MM の機能を支

えるために事務局が設置され，MM の運営費は

カリ基金から支出される（28 項）24）。 

 

（9）MM およびカリ基金の再検討 

（29～31 項） 

MM およびカリ基金の実効性の再検討は

COP18 とその後 2 会期毎に行われる。その際，

決定 15/9 に定められた原則，附表Ⅵおよび

COP17において採択される手法，また，決定 15/6

（国家戦略等の策定・監視・報告・再検討の手

法）に沿った COP17･19 における KMGBF の全

体進捗の再検討（決定 15/6 の 1 項 （d），16 項）

との関連などが考慮される（29 項）。KMGBF

監視枠組み25）に定められている関連指標（その

別表の目標 C および目的 13 の主幹指標，また，

目的 13 の二択（Y/N）指標を含む）から得られ

る情報も役立つとされている（30 項）。このよ

うに，決定 15/9 と 15/4 の基本枠組みを超えな

いことが確認されている。再検討によって必要

とされれば，COP18 において MM ・カリ基金の

改善のための調整が図られる（31 項）。 

 

Ⅳ．附表 

本態様には，ⅠからⅥの附表が付属している。 

 

（1）附表Ⅰ：GRDSI の使用から直接・間接に

利益を得る業種の一覧表 

MM の対象となる GRDSI の使用から直接・間

接に利益を得る業種は，（a）医薬品，（b）機能性

食品・健康食品，（c）化粧品，（d）動植物の飼養

栽培，（e）生物操作技術，（f）GRDSI の配列決定・

使用のための実験設備（試薬・資材を含む），（g）

GRDSI に関する AI を含む情報・科学・技術の

提供業である（1 項）。これは，本態様 2 項・3

項に対応している。 

この一覧表は，特に，ISICEA （全経済活動国

際標準産業分類），CPC （中央製品分類）および

関連する地域的・国内的分類表に注意を払い，

随時見直される（2 項）。なお，この一覧表の見

直しを掲げている附表Ⅵ （b）は，MM の実績と

ともに新たな技術面・商業面の発展を考慮する

よう求めている。 

 

（2）附表Ⅱ：資金分配のための基準の一覧表 

カリ基金からの資金分配のための基準とし

て，（a）生物多様性，（b）DSI の生成元 GR の地
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理的起源，（c）生物多様性の保全・持続可能利用

のために不足している能力が示されている。い

ずれも大まかな基準であるため，（a）には，基礎

データが国内レベルで利用可能であることが，

（b）には，関連データが不正確であるとの認識

が，（c）には，後発途上国・小島嶼途上国，経済

移行過程諸国，ILC への配慮が，条件として付

記されている。 

この附表は，本態様 19 項に対応しており，対

象事業を記している 18 項にも関係している。

また，（c）は，本態様 18 項，21 項，22 項，KMGBF

の主要項目，また，CBD の 1 条，16 条などとも

関係している。 

 

（3）附表Ⅲ：分配方法に関する特別技術専

門家部会（AHTEG-AM）の権限 

助言・指導を行う技術専門家部会（TEG）の

機能や構成，また，TEG は COP17 に向けて分

配方式案を策定することが定められている（1

項）。それは，本態様 19 項・20 項に対応して

いる。TEG を構成する技術専門家 26 人の内訳

は，締約国指名 15 人，7 社会文化地域からの ILC

指名 7 人，および，関連組織指名 4 人である。

なお，ILC の社会文化地域とは国連で使われて

いる地域区分であり，アフリカ，アジア，中南

米・カリブ，北極，中東欧・ロシア・中央アジ

ア・コーカサス，北米，太平洋の 7 地域から成

る（2 項）。 

 

（4）附表Ⅳ：運営委員会の権限 

運営委員会は COP によって設置され，その委

員は締約国および傍聴団体からの指名に基づい

て選任され，その議長は CBD 締約国を代表す

る委員の中から任命される（3 項）。その委員

構成の当初配分は，（a）締約国から 15 人（議長

を含む，国連方式の地理的 5 地域から 3 人ず

つ），（b）ILC から 7 人（附表Ⅲ2 項の各社会文

化地域から 1 人ずつ），（c）市民団体，学術界・

公開データベース，業界から 6 人（各区分から

2 人ずつ），（d）国連機関から 2 人である（2 項，

5 項）。そのうち，（b）（c）は本態様 25 項・24 項

に対応しており，また，（d）は，カリ基金の主管

機関は国連の信託基金であること（本態様 23 項

および附表Ⅳ注 9）を反映している。この運営

委員会の構成について，COP は別の選択肢を考

慮できる。 

次に，運営委員会の機能としては，（a）カリ基

金の資金分配の監督，（b）MM 事務局への指導，

（c）COP への報告・助言，（d）COP17 における

MM ・カリ基金の再検討方法（考慮対象要素の指

標を含む）の策定が挙げられている（1 項）。な

お，（d）の指標の策定については，附表Ⅵの

KMGBF 監視枠組みの関連指標の考慮が求めら

れている26）。運営委員会の会合は必要な時に対

面またはオンラインで行われ，決定は総意によ

ることとされている（4 項）。附表Ⅳは本態様

28 項および 23 項に対応している。 

 

（5）附表Ⅴ：事務局の機能 

MM の事務局は，MM・カリ基金の機能を支

援する役割を負っており，（a）カリ基金への支

払額に関する定期報告・分析（カリ基金の主管

機関からの情報に基づく），（b）カリ基金の使用

に関する定期報告・分析（受領主体からの情報

に基づく），（c）運営委員会の会合への支援， （d）

COP によって決定されたその他の任務を行う。

その活動に際して，COP 決定に従うこと，また，

運営委員会の指導を受けることが求められてい

る。附表Ⅴは，本態様 28 項に対応している。 

 



 
 論   文  

 

 特許研究  PATENT STUDIES  No.81  2026／3 69 

（6）附表Ⅵ：再検討の際に考慮される要素 

附表Ⅵの （a）から （r）は，本態様 29 項に対

応して，再検討の際に考慮すべき要素を列挙し

ており，本態様全体を漏れなく取り上げている。 

第 1 に，MM を形作る基本要素については，

（a）カリ基金の収支，（b）指定業種一覧表，（c）

支援対象活動，（r）分配方式の有効性を挙げて

いる。 （a）は附表Ⅴの （a）（b）に基づいて行わ

れ，収支の総額とともに支払者および受領者の

属性別（国家，女性・若年者を含む ILC）の集

計額を示しており，ILC への分配実績を重視し

ている。 （b）は指定業種一覧表の再検討の際は，

MM の実績とともに新たな技術面・商業面の発

展も考慮するよう求めている。それは，カリ基

金への支払いを定めている本態様 3 項・附表Ⅰ

に対応しており，指定業種一覧表の再検討の際

の考慮項目は附表Ⅰの 2 項に記されている。 （c）

と （r）はカリ基金からの資金分配を定めている

本態様 18 項・19 項に対応している。 

第 2 に，MM の有効性・貢献度については，

（e）MM・カリ基金の有効性と運営経費，（f）

CBD ・KMGBF の目的達成への MM の貢献，（g）

法的確実性への MM の貢献，（o）MM 運営に関

する新技術を挙げている。なお，（e）は運営経費

拠出の必要性にも触れている。次に，（f）はこの

再検討の根本的評価基準であり，（g）は企業が

求める法的確実性の確保への配慮を示してお

り，（o）は運営の効率化に向けて使用可能な革

新的技術を期待している。 

第 3 に，MM と他の ABS 制度との関係につい

ては， （h）MM と国内 ABS 制度との関係，（m）

MM と国内 GRDSI-ABS 制度との関係，（i）MM

と国内 ABS 制度の下の金銭利益配分，（l）MM

と他の多国間 ABS 制度との関係を挙げている。

（h）（m）（i）は国内制度と（l）は国際制度との

関係についてであり，本態様 26 項・27 項に対

応している。（h）と （m）は類似しているが，後

者は GRDSI に限定している。（i）は「入手可能

な」という条件付きではあるが，具体的な実績

としての利益配分金額を求めている。 

第 4 に，NMBS および ILC については，（d）

NMBS への MM の効果，（j）ILC 権利保障への

影響を挙げている。（d）は NMBS および能力育

成の重視を表しており，本態様 7 項に対応して

いる。 （j）は ILC への一般的支援を示しており，

本決定前文の第 7 文・第 8 文および本態様 21

項・25 項に対応している。なお，（d）（j）ともに，

受益者の自己選定した要望との合致を重視して

いる。ILC への金銭的利益配分の実績について

は上記（a）が定めている。 

第 5 に，データベースについては，（k）公開

データベース（公開取得・研究・革新）への MM

の影響，（p）公開データベース（運営者措置・デ

ータ管理）への MM の影響，（q）データベース

運営者の管理・監督のための国内措置を挙げて

いる。 （k）（p）は同内容であるが，（k）は企業が

要望している公開性，調査研究の推進・革新に

ついて，（p）は本態様 10 項に定められている運

営者措置やデータ管理について記している。ま

た，（q）も（p）と同じ 10 項に関わるが，（q）はそ

のために締約国がとっている措置（本態様 11

項）について記している。 

第 6 に，本態様に直結しない要素として， （n）

GR への MM の任意拡大の可能性が挙げられて

いる。但し，「国内事情の許す範囲で」「個別事

例において」「任意で」という抑制的な条件が付

されている。と言うのは，それらの条件がなけ

れば，（n）は，DSI に限定せずに GR 一般に MM

の対象を拡大（決定 15/9 から逸脱）すること，

また，名古屋議定書 10 条の「地球規模の多国間
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利益配分仕組み」をなし崩し的に実行すること

につながりかねないからである。 

第 7 に，重要であるにもかかわらず，附表Ⅵ

に含まれていない要素がある。それは，先ず，

使用者による支払額（事業規模に基づく定率支

払い）である。非掲載なのは，本態様 4 項の解

説および注 15）において述べたように，規模分

類や配分率の見直しは COP と実施補助機関の

場が想定されているからであろう。 

次は，カリ基金に支払うよう使用者を誘導す

るための法令・行政・政策的措置の締約国に対

する勧誘（本態様 13 項）の実施状況である。非

掲載なのは，同 3 項によれば，定率配分方式の

決定は「13 項に配慮して」行われるため，その

過程が再検討に相当するためであろう。 

さらに，本態様 20 項との関わりでは，受領国

による受領資金の使用に関する透明性確保・説

明責任，操業基準，報告提出などの履行状況で

ある。同項の解説において述べたとおり，提供

資金に関する監査，不適正な場合の是正勧告，

以後の不利益処分などは当然のことであり，本

来は再検討要素としても必要である。 

 

Ⅴ．CBD の新たな局面：FEBS の拡充

に向けて 

上記のように決定 15/9 と決定 16/2 には，DSI

に留まらず利益配分の拡充に向けた事柄が定め

られている。 

 

（1）CBD の枠組みの変更 

決定 15/9 も決定 16/2 も，「GRDSI の使用か

らの FEBS」という字句を省略なしに用いてい

る。それにより，先ず，GRDSI と記すことで CBD

の法的適用対象である GR とのつながり（その

GR が DSI の生成元であること）を示し，次に，

FEBS に限定することで CBD の取り扱い範囲内

である （DSI は GR の定義に該当しないが BS 契

約の適用対象にできる）ことを表している。 

しかしながら両決定は，MM の下の FEBS に

限って CBD の枠組みの構成要素の位置付けや

目標方向を一部変更している。先ず，GRDSI の

「使用」が FEBS の起因とされたため，CBD の

発効前に取得・輸入の GR から生成された

GRDSI を MM の下で使用すればカリ基金への

支払いが求められる。したがってMMの下では，

生成元 GR の取得と GRDSI の使用が切り離さ

れ，CBD 発効前に取得された GR への不遡及原

則27）の例外となる。但し，CBD の適用対象であ

る GR 自体への不遡及原則（適用時間枠）は維

持されており，上記のようになるのは，MM の

下の FEBS 契約は CBD とは異なる適用時間枠

を定められるからである28）。 

次に，FEBS 支払いの第一義的責任は GR の

取得者（譲受者・利用者・商業受益者）からGRDSI

の使用者（商業受益者）へと移された。 

また，GRDSI の使用からの FEBS は，MM の

下では事業体の規模分類に比例した定率配分方

式による支払いとされた。したがって，個別 GR

の利用に基づく商業収益からの FEBS 支払いを

基本とすることから29），MM の下の FEBS 契約

では包括的・事業税的な性格の支払いを基本と

することに軸足が移された。 

 

（2）法令・行政・政策的措置への働きかけ 

CBD は，ABS 規則は国内法が定めることを原

則としている。そのため，データベース運営者

が COP 決定を遵守していることの確証を非締

約国に奨励しており（同 12 項），また，MM の

利用やカリ基金への支払いに使用者を誘導する
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法令・行政・政策的措置の実行を締約国と非締

約国の両方に勧誘している（同 13 項）。義務付

けではないのだが，それらの実行状況を定率配

分方式の決定の際に配慮すること（同 3 項）や

GRDSI 使用の実態報告などの監視措置も定め

ている。これらの措置と組み合わされれば，国

内法令等への組み入れが奨励・勧誘であっても，

その実現に向けた圧力が生じることもある。 

 

（3）利益配分契約条項の国際標準化 

CBD は，利益配分の詳細は契約が定めるこ

と，その契約を規制管理しないことを原則とし

ている。カリ基金への支払い条項を含む契約は

任意であるため，その原則は維持されているよ

うである。しかし，本態様は，上述の任意の国

内法令措置や再検討項目を初めとして，カリ基

金への支払い条項を含む契約を普及させるため

の支援措置を定めており，当該契約の国際標準

化も目指している。その下では，標準契約書式

を求める当事者の立場は強くなるが，別の書式

を求める当事者にとっては，交渉上の負担増を

初めとする不利益もあり，その立場は弱くなる。 

実は，法的義務ではない行動または奨励され

ている任意の行動を義務付ける条項を含む契約

を締結するよう要請することは，近年，様々な

場面で散見されるようになっている。たとえば，

取引条件として用いられている国際標準規格

（ISO など）や認証（森林認証など），また，

責任ある調達30）などに関する条項を含む契約が

その一例であり，市場・経済メカニズムを利用

した誘導的手法の一種である31）。それらの規格

や要件を満たした商品の購入者（消費者）が増

えて販売者に対する影響力が増加すれば，また，

公的機関や NGO による公表・指摘・批判と組

み合わされれば，それらの規格や要件を満たす

ことは実際の取引において販売者および製造者

に対して強い影響力を持つ。また，そのような

取引契約には，義務または証書の継承32），調達

先からの法令遵守誓約書の取得（本態様 10 項

（e）も同様）などが組み込まれることが多く，

前または後の取引（契約）に特定の標準的な責

任と義務を伝達し，契約の連鎖に基づいてそれ

を取引網全体に広げていく役割が期待されてい

る。 

CBD ・国内法令・公的機関による MM ・カリ

基金の利用の奨励と，カリ基金への支払い契約

の国際標準化に加えて，上記のような前後の契

約への責任･義務の伝達条項が含まれれば，契約

自体は任意であっても，取引連鎖を通じて標準

契約への同調圧力はさらに強くなる。 

 

（4）今後の COP 決定での注意 

MM は CBD 固有の制度であるため，COP 決

定によってその実体部分は整備されていき，そ

れらは内部法として法的効力を有する33）。その

際，図の 1-0-3 から 1-0-4 につなげるような COP

決定（1-5-2）は CBD の適用範囲および COP の権

限を超えるため，また，その積み重ねは 3-0-1 の

成立につながるおそれもあるため，注意する必

要がある。そのような CBD の基本枠組みの変

更のためには，1-1-1 と 2-1-1，または，1-5-1 と

いう法的な道筋が必要である。 

 

【付記】本稿には，拙稿「逐条解説 COP 決定 16/02」

（バイオインダストリー協会内部資料，2025 年）に基

づいて加筆修正した部分があるため，その資料作成を

企画されたバイオインダストリー協会に謝意を表した

い。 
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注） 
1） Agreement under the United Nations Convention on the Law 

of the Sea on the conservation and sustainable use of marine 
biological diversity of areas beyond national jurisdiction, 
A/CONF.232/2023/4 (19 June 2023). 

2） 10 条 1 項，11 条 1 項。 
3） 14 条 7 項，52 条 4 項。 
4 ）  Decision 15/4 “Kunming-Montreal Global Biodiversity 

Framework,” CBD/COP/DEC/15/4 (19 December 2022). 
5） KMGBF の 1 項，7 項（b），目的 16，目的 19（f）および

その注。 
6） 1 条 3 項，8 項，10 項，14 項。 
7） 10 条 1 項。 
8） このように現代の契約に通常求められる条件の一部し

か定めていないにもかかわらず，遺伝資源分野には通

常の契約とは別のCBD特有の契約が義務付けられてい

ると誤解されることが少なくない。磯崎「生物多様性条

約 15 条 7 項と条約適用外のものを含む契約との関係」

JBA『商取引・サービス環境の適正化に係る事業（生物

多様性総合対策事業）委託事業報告書』（令和 2 年度

版，2021 年 3 月）237-250 頁，そのうち，240 頁，247-
250 頁を参照。 

9） Decision 16/2 “Digital sequence information on genetic re-
sources,” CBD/COP/DEC/16/2 (1 November 2024). 

10） Decision 15/9 “Digital sequence information on genetic re-
sources,” CBD/COP/DEC/15/9 (19 December 2022). 

11） 前記注 5）参照。 
12） このように対象か否かは複雑であるが，ITPGRFA の場

合は簡明で，その対象は ITPGRFA 附属書Ⅰの掲載作物

の GR であって国の管理・監督下かつ公共のものであ

り，当該 GR に関する ABS 契約は SMTA のみである。 
13） 附表Ⅵ（b）は，指定業種を再検討項目として挙げてい

る。 
14） ITPGRFA の SMTA においては，利益配分支払額は，

MLS から取得した GR に基づく成果物の売り上げの

70％の 1.1％（SMTA 6 条 7，附属書 2）とされている

が，MLS から取得した GR と同種の作物の全体売り上

げの 0.5％（同 6 条 11，附属書 3）という低い料率の包

括支払い方式も選択肢として用意されている。 
15） ところで，再検討の際の対象要素を列挙している附表

Ⅵには，間接的に（a）カリ基金収支と（e）MM の有効

性が掲げられているくらいで，支払い手法（規模分類・

定率配分，3 項・4 項）は挙げられていない。したがっ

て，規模分類や配分率の見直しは COP と実施補助機関

の場で行うことが想定されている。 
16） ILC とその中の女性・若年者については，本項のほか，

18 項，21 項，25 項，附表Ⅵでも言及されている。その

ことは，本決定の前文第 7 文・第 8 文に呼応している

ほか，女性一般について触れている CBD の前文第 13
文と名古屋議定書の前文第 11 文，また，ILC とその中

の女性について触れている名古屋議定書の 12 条 3 項

（伝統的知識），22 条 3 項・5 項（j）（能力構築），25
条 3 項（資金支援）にも呼応している。 

17）Guiding Principles on Business and Human Rights: Imple-
menting the United Nations “Protect, Respect and Remedy” 

Framework (UNGA: A/HRC/17/31, 21 March 2011).「ビジ

ネスと人権に関する指導原則：国際連合『保護，尊重及

び救済』枠組実施のために」（国連指導原則）。「責任あ

るサプライチェーン等における人権尊重のためのガイ

ドライン」2022 年 9 月 13 日，ビジネスと人権に関する

行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議。 
18） EU の ABS 規則もその一例である。 
19） ここで， 「主管」が意味する管理とは，経営管理や国

家管理のような統制経済レベルではなく，所在地国と

しての管理レベルを示している。 
20） 全体としてのカリ基金の評価については，附表Ⅵ（a）

において収支実績額が再検討項目として示されている。 
21） 平等原則（女性への配慮）は，本態様の 7 項，18 項，

21 項，25 項，附表Ⅵにおける女性・若年者の特記にも

反映されている。 
22） 名古屋議定書 25 条 3 項に呼応している。なお，附表

Ⅵ（a）は，カリ基金の収支実績額を再検討項目として

示しているが，そこでは収支総額とともに分配先につ

いては国家と ILC（その中の女性・若年者を含む）とに

分けた集計を求めている。 
23） これも名古屋議定書 25 条 3 項に呼応している。附表

Ⅱ（c）も，後発途上国・小島嶼途上国，経済移行過程

諸国を特記している。 
24） 愛知目標など従来の中長期計画と異なって KMGBF は

資金メカニズムを伴うため，その適正管理と透明性の

確保のため専用の運営委員会と事務局が置かれている。

その運営委員会の権限や構成，事務局の活動内容など

は附表Ⅳと附表Ⅴに定められている。 
25） COP 決定 15/5 附属書Ⅰ，特にその 1 項および別表。 
26） これは，本態様 30 項においても記されている。また，

上記注 25）参照。 
27） BBNJ 協定は，不遡及原則に則して適用時間枠はその

発効後としているが，締約国による個別の除外宣言が

ない限り発効前に取得・生成された GR・GRDSI にも拡

大適用されると定めている（10 条 1 項）。 
28） 前述Ⅰ．（4）を参照。 
29） CBD は契約内容を規制しないため，複数または一連の

GR 利用を対象とする包括支払い契約も可能である。他

方，ITPGRFA においては，その根拠規定に基づく SMTA
には，MLS から移転された GR と同種の作物全体の売

り上げに応じた包括支払い方式（SMTA 6 条 11）が選

択肢として定められている。前記注 14）も参照。 
30） 前記注 17）参照。 
31） 国際標準や国際認証は貿易分野の例外的手法として発

展してきており，偽装された貿易制限でないことを条

件としている（GATT 20 条）。 
32） そのような義務や証書の継承・確認を契約ではなく法

令が義務付けることもある。それは，ITPGRFAのほか，

日本の ABS 指針，EU の ABS 規則を初めとして名古屋

議定書の下で ABS 法令の国際標準となっており，ワシ

ントン条約や EU の森林破壊非関与産物規則（23 年）

なども類似規定を置いている。 
33） 但し，内部法としての効力に留まり，根拠条文に基づ

く法的決定ではないため，締約国に対する一定の行動

（国内法政策の整備など）の義務付けにはならない。 




